
  

一 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
一
条
及
び
第
二
条
第
一
項
中
「
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
」
を
削
る
。 

 

第
三
条
第
一
号
中
「
、
紛
争
に
よ
る
混
乱
に
伴
う
切
迫
し
た
暴
力
の
脅
威
か
ら
の
住
民
の
保
護
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
を

削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
一
」
に
、
「
第
六
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
「
及
び
国
際
連
携
平
和

安
全
活
動
と
し
て
実
施
さ
れ
る
活
動
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第

二
」
に
改
め
、
「
及
び
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
と
し
て
実
施
さ
れ
る
活
動
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第

五
号
中
「
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
業
務
で
次
に
掲
げ
る
も
の
」
を
削
り
、
「
ワ
か
ら
ツ
ま
で
、
ナ

及
び
ラ
」
を
「
ヲ
か
ら
ソ
ま
で
及
び
ネ
」
に
、
「
チ
及
び
ナ
」
を
「
ト
及
び
ネ
」
に
改
め
、
「
行
わ
れ
る
も
の
」
の
下
に

「
（
輸
送
又
は
保
管
に
あ
っ
て
は
、
我
が
国
と
し
て
輸
送
又
は
保
管
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

武
器
（
弾
薬
を
含
む
。
）
の
輸
送
又
は
保
管
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ト
を
削
り
、
同
号
中
チ
を
ト
と
し
、
リ
を
チ
と
し
、

ヌ
を
リ
と
し
、
同
号
ル
中
「
リ
及
び
ヌ
」
を
「
チ
及
び
リ
」
に
、
「
ヲ
」
を
「
ル
」
に
改
め
、
同
号
ル
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号



 

二 

ヲ
中
「
ト
」
を
「
ヘ
」
に
、
「
ワ
か
ら
ネ
ま
で
」
を
「
ヲ
か
ら
ツ
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
中
ワ
を
ヲ

と
し
、
カ
か
ら
ソ
ま
で
を
ワ
か
ら
レ
ま
で
と
し
、
同
号
ツ
中
「
ソ
」
を
「
レ
」
に
改
め
、
同
号
ツ
を
同
号
ソ
と
し
、
同
号
ネ
中

「
又
は
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
」
を
削
り
、
「
ツ
」
を
「
ソ
」
に
改
め
、
同
号
ネ
を
同
号
ツ
と
し
、
同
号
ナ
中
「
ネ
」
を

「
ツ
」
に
改
め
、
同
号
ナ
を
同
号
ネ
と
し
、
同
号
ラ
中
「
ヲ
か
ら
ネ
ま
で
」
を
「
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
、
ル
か
ら
ツ

ま
で
」
に
、
「
ナ
」
を
「
ネ
」
に
改
め
、
「
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
若
し
く
は
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
」
を
削
り
、

「
こ
れ
ら
の
活
動
」
を
「
そ
の
活
動
」
に
、
「
ラ
」
を
「
ナ
」
に
、
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
に

改
め
、
「
場
合
に
、
」
の
下
に
「
事
務
総
長
又
は
派
遣
先
国
に
お
い
て
事
務
総
長
の
権
限
を
行
使
す
る
者
か
ら
の
」
を
、
「
保

護
」
の
下
に
「
（
当
該
活
動
関
係
者
が
退
避
す
る
た
め
そ
の
他
当
該
侵
害
又
は
危
難
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
の
も
の

に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ラ
を
同
号
ナ
と
し
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
別
表

第
四
」
を
「
別
表
第
三
」
に
、
「
第
三
号
」
を
「
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
ニ
を
同
号
ハ
と
し
、
同

号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
又
は
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
」
を
削
り
、
「
第
三
条
第
五
号
ト
」
を
「
第
三
条
第
四
号
ナ
」
に
改
め
、

「
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
同
号
ナ
の
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
同
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の
」
及
び
「
又
は
第
二
号



  

三 

イ
か
ら
ハ
ま
で
」
を
削
り
、
「
第
一
号
又
は
第
二
号
」
を
「
第
一
号
」
に
改
め
、
「
に
限
り
、
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
の
た

め
に
実
施
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
で
あ
っ
て
同
条
第
五
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
三
号

に
規
定
す
る
同
意
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
同
意
が
当
該
活
動
及
び
当
該
業
務
が
行
わ
れ
る
期
間
を
通
じ
て
安
定
的
に
維
持
さ
れ
、

並
び
に
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
が
紛
争
当
事
者
で
あ
る
と
き
は
、
紛
争
当
事
者
の
当
該
活
動
及
び
当
該
業
務

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
同
意
が
当
該
活
動
及
び
当
該
業
務
が
行
わ
れ
る
期
間
を
通
じ
て
安

定
的
に
維
持
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
を
削
り
、
同
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号

と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
号
」
を
「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
条
第
五
号
リ
若
し
く
は
ル
」
を
「
第
三

条
第
四
号
チ
若
し
く
は
ヌ
」
に
、
「
同
号
ワ
か
ら
ツ
ま
で
」
を
「
同
号
ヲ
か
ら
ソ
ま
で
」
に
、
「
同
号
ナ
」
を
「
同
号
ネ
」
に

改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
条
第
五
号
イ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
三
条
第
四
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
」
に
、
「
同
号
ヲ
か
ら
ネ
ま

で
」
を
「
同
号
ル
か
ら
ツ
ま
で
」
に
、
「
同
号
ナ
」
を
「
同
号
ネ
」
に
、
「
同
号
ラ
」
を
「
同
号
ナ
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項

中
「
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
又
は
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
」
を
削
り
、
「
第
三
条
第
五
号
イ
か
ら

ト
ま
で
」
を
「
、
第
三
条
第
四
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
」
に
、
「
又
は
こ
れ
ら
の
」
を
「
、
こ
れ
ら
の
」
に
、
「
同
号
ナ
」
を
「
同

号
ネ
」
に
改
め
、
「
定
め
る
も
の
」
の
下
に
「
又
は
同
号
ナ
に
掲
げ
る
も
の
」
を
加
え
、
「
参
加
し
、
又
は
他
国
と
連
携
し
て



 

四 

国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
を
実
施
す
る
」
を
「
参
加
す
る
」
に
改
め
、
「
及
び
第
二
号
」
を
削
り
、
「
第
三
号
及
び
第
四
号
」

を
「
第
二
号
及
び
第
三
号
」
に
、
「
第
十
三
項
（
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
」
を
「
第
十
二
項
（
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
前
項

本
文
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
九
項
を
削
り
、
第
十
項
を
第
九
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
十
項
と
し
、
第
十
二
項
を

第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
八
号
」
を
「
第
五
号
」
に
、
「
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
を
「
第
六
号
」
に
、

「
当
該
各
号
」
を
「
同
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
第
三
条
第
三
号
」
を
「
第

三
条
第
二
号
」
に
、
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
第

三
条
第
四
号
」
を
「
第
三
条
第
三
号
」
に
、
「
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、

同
項
第
九
号
中
「
第
三
条
第
五
号
ト
」
を
「
第
三
条
第
四
号
ナ
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
同
号
ナ

の
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
同
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を

削
り
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
を
同
条
第
十
三
項
と
す
る
。 

第
八
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
六
条
第
十
三
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
を
「
第
六
条
第
十
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

で
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
第
六
条
第
十
三
項
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
を
「
第
六
条
第
十
二
項
第
六
号
」
に
、



  

五 

「
第
三
条
第
五
号
ト
」
を
「
第
三
条
第
四
号
ナ
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
同
号
ナ
の
政
令
で
定
め

る
業
務
又
は
同
号
ラ
に
掲
げ
る
業
務
」
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
五
号
ニ
若
し
く
は
チ
か
ら
ネ
ま
で
」
を
「
第
三
条
第
四
号
ニ
若
し
く
は
ト
か
ら
ツ
ま
で
」

に
、
「
同
号
ナ
」
を
「
同
号
ネ
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
五
号
ラ
」
を
「
第
三
条
第
四
号
ナ
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
条
第
五
号
イ
か

ら
ハ
ま
で
及
び
ホ
か
ら
ト
ま
で
」
を
「
第
三
条
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ホ
及
び
ヘ
」
に
、
「
同
号
ナ
」
を
「
同
号
ネ
」
に
、

「
同
号
チ
」
を
「
同
号
ト
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
五
号
カ
」
を
「
第
三
条
第
四
号
ワ
」
に
、
「
同
号
ワ
か
ら
ソ
ま
で
」
を
「
同
号
ヲ
か
ら

レ
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
五
号
チ
」
を
「
第
三
条
第
四
号
ト
」
に
、
「
同
号
ナ
」
を
「
同
号
ネ
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
五
条
中
第
七
項
を
削
り
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
第
九
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第

七
項
」
に
改
め
、
「
、
第
七
項
」
を
削
り
、
「
の
規
定
及
び
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
（
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
及
び
第
三
項
」
に
、
「
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す



 

六 

る
第
三
項
（
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
九
項
と
す
る
。 

 

第
二
十
六
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
削
り
、
「
第
三
条
第
五
号
ラ
」
を
「
第
三
条
第
四
号
ナ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中

「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
す
る
。 

 

第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
二
条
中
「
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
」
を
削
り
、
「
か
ら
別
表
第
三
ま
で
」
を
「
及
び
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
（
輸
送
、
修

理
若
し
く
は
整
備
又
は
保
管
に
あ
っ
て
は
、
我
が
国
と
し
て
輸
送
、
修
理
若
し
く
は
整
備
又
は
保
管
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
な

い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
武
器
（
弾
薬
を
含
む
。
）
の
輸
送
、
修
理
若
し
く
は
整
備
又
は
保
管
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
一
を
削
り
、
別
表
第
二
を
別
表
第
一
と
し
、
別
表
第
三
を
別
表
第
二
と
し
、
別
表
第
四
を
別
表
第
三
と
す
る
。 

附 

則 



  

七 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
等
） 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
及
び
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。





  

九 

理 

由 

 

国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
を
実
施
し
な
い
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
国
際
平
和
協
力
業
務
の
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
、
及
び

自
衛
官
の
武
器
使
用
の
権
限
を
限
定
す
る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
駆
け
付
け
警
護
の
要
件
の
限
定
、
国
際
平
和
協
力
業
務
に
係

る
国
会
承
認
の
見
直
し
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

  


